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(57)【要約】
【課題】従来よりもアルミナ介在物の個数を低減でき、
特に粒径が２０μｍ以下クラスのアルミナ介在物の個数
を低減可能な高清浄鋼の製造方法を提供する。
【解決手段】一次精錬を行った溶鋼を出鋼し取鍋処理し
て溶製した後、タンディッシュ１０に注湯して連続鋳造
する方法であり、出鋼の際に、生石灰を投入すると共に
、金属Ａｌ及び／又はこれを含むフラックスを添加して
、スラグを改質処理し、スラグのＴ．Ｆｅ濃度とＭｎＯ
濃度の合計を５質量％以下、溶鋼の溶存酸素濃度を１０
０～３００ｐｐｍとした後、金属Ａｌを添加し３～１０
分撹拌処理して脱酸処理し、１０分以上静置した溶鋼を
、受湯部１４と排湯部１５を連通する溶鋼流路１７を形
成した堰１３が内部に設けられ、溶鋼流路１７の受湯部
１４側の開口部１９の受湯部１４の底面２２からの高さ
位置を、受湯部１４の溶鋼深さの０．２倍以下としたタ
ンディッシュ１０に注湯し、溶鋼流路１７で誘導加熱す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　大気圧下で吹酸脱炭する一次精錬を行った溶鋼を、少なくとも出鋼工程と合金添加を含
む取鍋処理工程で順次処理して溶製した後、連続鋳造工程でタンディッシュに注湯して連
続鋳造する高清浄鋼の製造方法において、
　前記出鋼工程での溶鋼の出鋼の際に、溶鋼及びスラグのいずれか一方又は双方に生石灰
を投入すると共に、金属アルミニウム及び金属アルミニウムを含むフラックスのいずれか
一方又は双方を添加して、スラグを改質処理し、スラグのＴ．Ｆｅ濃度とＭｎＯ濃度の合
計を５質量％以下、かつ、溶鋼の溶存酸素濃度を１００ｐｐｍ以上３００ｐｐｍ以下の範
囲とした後、
　前記取鍋処理工程で溶鋼に金属アルミニウムを更に添加し、該溶鋼を３分以上１０分以
下撹拌処理して脱酸処理し、該脱酸処理から前記連続鋳造工程で連続鋳造を開始するまで
に１０分以上静置して、
　前記連続鋳造工程では、溶鋼を受け入れる受湯部と該溶鋼を連続鋳造する鋳型に注入す
る排湯部とに区切る堰が内部に設けられ、前記受湯部と前記排湯部を連通する１又は複数
の溶鋼流路が前記堰に形成され、しかも、前記溶鋼流路の受湯部側に位置する開口部の前
記受湯部の底面からの高さ位置を、前記受湯部の溶鋼深さの０．２倍以下とした前記タン
ディッシュに、前記脱酸処理後に静置した溶鋼を注湯し、前記溶鋼流路を流れる溶鋼を誘
導加熱することを特徴とする高清浄鋼の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高清浄鋼の製造方法に係り、更に詳細には、Ａｌ脱酸による高清浄鋼の製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　転炉等で大気圧下で吹酸脱炭して製造した一次精錬終了後の溶鋼は、鋼中の溶存酸素濃
度が高いため、脱酸処理が施された後に鋳造され、製品としての特性を得ている。
　脱酸には、酸素と結合して酸化物を生成する元素の添加が一般に行われており、Ａｌ（
アルミニウム）の他、Ｓｉ（珪素）、Ｃ（炭素）、Ｔｉ（チタン）、Ｃａ（カルシウム）
、Ｚｒ（ジルコニウム）、ＲＥＭ（希土類金属）等を、脱酸材として用いることが知られ
ている。
　このうち、脱酸材として用いるＡｌは、安価で、かつ、強い脱酸効果があり、これを用
いて製造した鋼材は、飲料缶の用途を含めて使用実績があるため、汎用性が高い。
【０００３】
　しかし、Ａｌによる脱酸反応後に生成するアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）は、凝固後の鋼材（
連続鋳造して得た鋳片）中に介在物として残存し、製品品質を損なう原因となる場合があ
る。例えば、飲料缶の素材として用いる際の製缶加工時の割れの原因となるため、品質の
向上を図る上で、アルミナ介在物の悪影響を排除する必要がある。
　更に、溶鋼中にアルミナが多量に存在すると、鋳造時において、浸漬ノズル内面へのア
ルミナの付着や凝集が促進され、鋳型（モールド）内での偏流発生やノズル閉塞が生じる
ことに起因して、湯面の変動量が大きくなり、モールドパウダーの混入（パウダー系介在
物）による品質劣化の原因となる。
　なお、脱酸材としてＡｌ以外の金属を用いた場合でも、生成した金属酸化物（介在物）
は製品品質を損なう可能性があり、この点ではＡｌと同様である。
【０００４】
　そこで、以下の方法が提案されている。
　例えば、特許文献１には、スラグ改質後にガス吹込み用ランスにより、不活性ガスと共
にＣａＯ（生石灰）とＡｌ２Ｏ３からなる粒状フラックスを吹付け、溶鋼中に浮遊してい
るスラグ系介在物と合体させ、更に取鍋底部よりＡｒガス（アルゴンガス）を吹込み、ス
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ラグとの接触を避けながら不活性ガス下で脱酸を行うことにより、溶鋼中の介在物の浮上
を促進して低減させる方法が開示されている。
　詳細には、転炉内にＣａＯを投入し、スラグを固化させて取鍋へ出鋼し、取鍋上スラグ
に均一にＡｌを散布して、スラグ中の酸化鉄濃度を３質量％以下に改質する。更に、脱酸
材として金属Ａｌを添加し、生成する介在物の改質剤としてＣａＯを活用し、溶鋼の撹拌
により介在物を浮上させる。
【０００５】
　また、特許文献２には、生成したアルミナ介在物のスラグへの吸着除去を促進するため
に、出鋼後から鋳造開始までの間の取鍋スラグの酸素ポテンシャルを低く抑えて、スラグ
による溶鋼の再酸化を防止すると共に、スラグの成分組成をＡｌ２Ｏ３吸収能に優れたも
のに調整する技術が開示されている。
　詳細には、精錬炉からの出鋼時に、出鋼流に向けて所定量のＣａＯを投入し、次いで出
鋼後の取鍋スラグにスラグ改質剤として、金属Ａｌを単体又は金属Ａｌを含むフラックス
の形態で添加する。更に、ＲＨ脱ガス設備で脱ガス処理を実施し、脱ガス処理中及び／又
は脱ガス処理後に、ＣａＯ又はＡｌ２Ｏ３を取鍋内スラグに添加し、スラグの（ｗｔ％Ｃ
ａＯ）／（ｗｔ％Ａｌ２Ｏ３）の値を０．４～０．７の範囲内、ＳｉＯ２濃度を２～１５
ｗｔ％の範囲内に調整し、かつ、Ｔ．Ｆｅ濃度を３．０ｗｔ％以下に維持することにより
、スラグ中の酸素による再酸化を防止する。
【０００６】
　そして、特許文献３には、真空脱ガス装置を使用した溶鋼の脱炭処理、及び、これに続
く脱酸処理において、脱炭に必要な溶存酸素を適正に保持すると同時に、Ａｌ２Ｏ３の形
成を抑制する方法が開示されている。
　詳細には、出鋼時にスラグ改質剤を添加してスラグ中の低級酸化物の濃度を調整し、溶
鋼環流式の脱ガス装置を用いて脱炭処理した後、Ａｌ脱酸処理の前及び／又は後で、スラ
グ改質剤を添加する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平７－３００６１２号公報
【特許文献２】特開平１１－２１６１４号公報
【特許文献３】特開平１０－２９８６２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、本発明者らの知見では、前記従来の技術ではいずれも、粒径が大きなア
ルミナ介在物（例えば、７０μｍ以上）を減少させる効果は望めるものの、粒径が小さな
アルミナ介在物（５～５０μｍ程度）を減少させる効果が少ないことを明らかにした。
【０００９】
　本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので、従来よりもアルミナ介在物の個数を低減
でき、特に粒径が２０μｍ以下クラスのアルミナ介在物の個数を低減可能な高清浄鋼の製
造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的に沿う本発明に係る高清浄鋼の製造方法は、大気圧下で吹酸脱炭する一次精錬
を行った溶鋼を、少なくとも出鋼工程と合金添加を含む取鍋処理工程で順次処理して溶製
した後、連続鋳造工程でタンディッシュに注湯して連続鋳造する高清浄鋼の製造方法にお
いて、
　前記出鋼工程での溶鋼の出鋼の際に、溶鋼及びスラグのいずれか一方又は双方に生石灰
を投入すると共に、金属アルミニウム及び金属アルミニウムを含むフラックスのいずれか
一方又は双方を添加して、スラグを改質処理し、スラグのＴ．Ｆｅ濃度とＭｎＯ濃度の合
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計を５質量％以下、かつ、溶鋼の溶存酸素濃度を１００ｐｐｍ以上３００ｐｐｍ以下の範
囲とした後、
　前記取鍋処理工程で溶鋼に金属アルミニウムを更に添加し、該溶鋼を３分以上１０分以
下撹拌処理して脱酸処理し、該脱酸処理から前記連続鋳造工程で連続鋳造を開始するまで
に１０分以上静置して、
　前記連続鋳造工程では、溶鋼を受け入れる受湯部と該溶鋼を連続鋳造する鋳型に注入す
る排湯部とに区切る堰が内部に設けられ、前記受湯部と前記排湯部を連通する１又は複数
の溶鋼流路が前記堰に形成され、しかも、前記溶鋼流路の受湯部側に位置する開口部の前
記受湯部の底面からの高さ位置を、前記受湯部の溶鋼深さの０．２倍以下とした前記タン
ディッシュに、前記脱酸処理後に静置した溶鋼を注湯し、前記溶鋼流路を流れる溶鋼を誘
導加熱する。
【００１１】
　ここで、上記した出鋼工程での溶鋼の出鋼の際に生石灰等（生石灰と、金属アルミニウ
ム及び／又はこれを含むフラックス）を添加するとは、溶鋼の出鋼時あるいは出鋼後に、
生石灰等を添加することを意味する。例えば、溶鋼の出鋼時とは、溶鋼の出鋼中に生石灰
等を添加することを意味し、溶鋼の出鋼後とは、予め生石灰等を入れた取鍋に溶鋼を出鋼
する場合や、取鍋内への溶鋼の出鋼後に速やかに（出鋼直後）生石灰等を添加する場合を
意味する。
　また、生石灰等の添加は、出鋼の状況等に応じ、溶鋼及びスラグの一方又は双方に対し
て行われる。
　そして、生石灰と金属アルミニウムやこれを含むフラックス（以下、金属Ａｌ等ともい
う）の添加は、同時に行ってもよく、また、別々に行ってもよい。この生石灰と金属Ａｌ
等の添加方法は、操業状況によって種々変更できるが、例えば、出鋼時と出鋼後のいずれ
か一方のみで、生石灰と金属Ａｌ等の双方を添加してもよく、また、出鋼時に、生石灰と
金属Ａｌ等の双方を添加し、更に出鋼後に、生石灰と金属Ａｌ等のいずれか一方のみを添
加することもできる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る高清浄鋼の製造方法は、一次精錬終了直後の、スラグのＴ．Ｆｅ濃度及び
ＭｎＯ濃度と溶鋼の溶存酸素濃度が高い状態において、出鋼の際に、生石灰を投入すると
共に、金属Ａｌ等を添加して、スラグを改質処理するので、この処理の際に生成したアル
ミナ系介在物を低融点のカルシウムアルミネートとして浮上除去できる。更に、スラグの
改質処理により、スラグのＴ．Ｆｅ濃度とＭｎＯ濃度の合計を５質量％以下、かつ、溶鋼
の溶存酸素濃度を１００～３００ｐｐｍに低下させた状態で、溶鋼に更に金属アルミニウ
ムを添加するので、アルミナ介在物の生成を抑制できる。
　このとき、溶鋼には小さなアルミナ介在物が生成するが、その生成量が抑制されている
ため、この溶鋼を所定時間撹拌処理することで、生成した小さなアルミナ介在物を凝集さ
せ合体させる（凝集合体）効果を促進できるものと考えられる。また、撹拌処理（脱酸処
理）後の溶鋼を所定時間静置することで、粒径が大きなアルミナ介在物の浮上除去を促進
でき、粒径が小さなアルミナ介在物の凝集合体の促進に伴う個数減少を促進できるものと
考えられる。
　そして、この溶鋼を、受湯部と排湯部とに区切る堰が内部に設けられ、この堰の所定高
さ位置に受湯部と排湯部を連通する溶鋼流路が形成されたタンディッシュに注湯し、溶鋼
流路で誘導加熱しながら連続鋳造するので、このタンディッシュにおいて、凝集合体させ
たアルミナ介在物の浮上除去効果が得られる。これは、排湯部の表層（湯面近傍）の溶鋼
温度がタンディッシュ内で低下し、受湯部の溶鋼温度に比べて排湯部の表層の溶鋼温度が
低くなり、排湯部の深さ方向で温度差が生じるため、この温度差に起因した溶鋼の対流（
上昇流）により、溶鋼流路から排湯部へ流れる溶鋼中の介在物が浮上除去されることによ
る。
　従って、従来よりもアルミナ介在物の個数を低減でき、特に粒径が２０μｍ以下クラス
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のアルミナ介在物の個数を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施の形態に係る高清浄鋼の製造方法を適用するタンディッシュの説
明図である。
【図２】取鍋での静置後における溶鋼中のアルミナ介在物の粒径頻度分布を示すグラフで
ある。
【図３】連続鋳造した鋳片中のアルミナ介在物の粒径個数分布を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　続いて、添付した図面を参照しつつ、本発明を具体化した実施の形態につき説明し、本
発明の理解に供する。
　まず、本発明の高清浄鋼の製造方法に想到した経緯について説明する。
【００１５】
（１）アルミナ介在物の生成に関する知見
　アルミナ介在物（以下、単に介在物ともいう）は、スラグ中のＦｅＯ、ＭｎＯや、溶鋼
の溶存酸素などと、脱酸材であるＡｌとが反応することで生成する。
　このため、転炉からの出鋼時（及び／又は出鋼後）のスラグ（及び／又は溶鋼）に、金
属アルミニウム等を含むフラックス（スラグ改質剤）を添加するスラグ改質処理（一次脱
酸処理又は一次脱酸ともいう）を行い、その後に行う脱酸処理（以下、最終脱酸ともいう
）前にスラグのＦｅＯやＭｎＯの濃度を低下させる、即ちスラグの酸化度を下げることは
、Ａｌ２Ｏ３の生成量を抑制するために有効である。
【００１６】
　従って、スラグ改質後の溶鋼の再酸化を回避するため、スラグ酸化度としては、「（質
量％Ｔ．Ｆｅ）＋（質量％ＭｎＯ）」を５質量％以下とする。なお、（質量％Ｔ．Ｆｅ）
と（質量％ＭｎＯ）はそれぞれ、スラグ中のＦｅ濃度とＭｎＯ濃度であり、この（質量％
Ｔ．Ｆｅ）は、スラグ中の全ての酸化鉄（例えば、ＦｅＯやＦｅ２Ｏ３）をＦｅに換算し
たＦｅ濃度を示している。
　しかしながら、上記したスラグ改質を実施しても、溶鋼中に溶存酸素（フリー酸素）が
残存するため、Ａｌ２Ｏ３の生成を完全に抑制することは不可能である。なお、生成当初
のアルミナ介在物は、その粒径が小さく（２０μｍ以下）、時間の経過によらずそのまま
溶鋼内に残留する場合と、生成した介在物が時間経過と共に緩やかに凝集する場合とがあ
る。
【００１７】
　転炉吹錬等の一次精錬直後では、一般に溶鋼の溶存酸素濃度（以下、溶鋼中溶存酸素濃
度ともいう）が６００～９００ｐｐｍ程度と高く、この状態で金属アルミニウムの添加に
よる脱酸処理を行うと、極めて多量の微細なアルミナが生成することとなる。この生成し
た微細なアルミナの一部は、前記したように、時間経過と共に凝集合体して粗大化し、浮
上除去されるものもあるが、鋳造までの限られた時間内に、全ての介在物、特に２０μｍ
以下クラスの介在物を、完全に浮上除去させることは事実上不可能である。
　一方、前記した最終脱酸時のアルミナ生成量は、脱酸対象となる溶鋼中溶存酸素濃度と
金属アルミニウムの添加量に支配される。即ち、最終脱酸前の溶鋼中溶存酸素濃度を低下
させた上で、金属アルミニウムの添加量を低減し、溶鋼中溶存酸素以外（スラグ中のＦｅ
ＯやＭｎＯ）の酸素によるアルミニウム酸化（スラグなど）を抑制することが、極めて重
要である。
【００１８】
　以上のことから、一次精錬終了直後のスラグ酸化度と溶鋼中溶存酸素濃度が高い状態（
スラグ酸化度：１５質量％以上、溶鋼中溶存酸素濃度：６００～９００ｐｐｍ）において
、出鋼の際（出鋼時あるいは出鋼後）に、溶鋼及び／又はスラグに生石灰を投入すると共
に、金属Ａｌ及び／又は金属Ａｌを含むフラックスを添加するスラグ改質処理を行い、当
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該処理時に生成したアルミナ系介在物を低融点のカルシウムアルミネート（ＣａＯ－Ａｌ

２Ｏ３）として浮上除去させる。更に、スラグ改質実施後の溶鋼中溶存酸素濃度を低下さ
せた状態（１００～３００ｐｐｍ）で、金属アルミニウムによる最終脱酸を行うことで、
溶鋼中に残存するアルミナの量を低減させることができる。
　上記したように、スラグ改質実施後の溶鋼中溶存酸素濃度を３００ｐｐｍ以下とするこ
とで、金属アルミニウムによる最終脱酸までの時間帯で、微小介在物が生成することを抑
制でき、本発明の課題解決に有効である。
【００１９】
　上記したＡｌ２Ｏ３系介在物の浮上除去は、最終的にはスラグに吸着（吸収）されるこ
ととなるが、スラグ改質剤として金属Ａｌや金属Ａｌを含むフラックスを添加すると、ア
ルミニウムによるスラグ中低級酸化物（ＦｅＯ、ＭｎＯ）の還元反応が起こり、スラグ中
のＡｌ２Ｏ３成分の活量が高くなる。また、スラグ中のＡｌ２Ｏ３活量が高いと、スラグ
へのＡｌ２Ｏ３の吸収能が下がるため、浮上したＡｌ２Ｏ３粒子がスラグ内に吸着されず
、溶鋼中に再懸濁する可能性が高くなる。
　これを防止するために、上記した改質処理時にスラグ改質剤としての生石灰を投入し、
スラグ中のＡｌ２Ｏ３成分の活量を下げることで、スラグへのＡｌ２Ｏ３の吸収能を確保
することができるため、生石灰の添加は有効である。なお、介在物が微小になるほど（例
えば、２０μｍ以下）、溶鋼への再度の混入が発生する可能性が高くなることから、生石
灰の添加は、本発明のように微小な介在物の低減を課題とする発明にとって有効である。
【００２０】
（２）溶鋼の撹拌処理に関する知見
　取鍋を用いた溶鋼の撹拌処理は、一般に取鍋底部よりＡｒガスを溶鋼中に吹込み、ガス
気泡の浮上効果を用いることで行われ、取鍋内の溶鋼の成分や温度の均一化、また、介在
物の浮上除去に用いられている。
　本発明者らは、溶鋼の撹拌処理を行うに際し、アルミナの生成量（最終脱酸直後の介在
物の存在状況）によって撹拌の寄与形態が異なることを、数々の実験等から知見した。そ
の状況は、以下の通りである。
【００２１】
　溶鋼中のアルミナ介在物が比較的多い場合（スラグ改質を行うことなく脱酸処理を施し
た場合）、撹拌処理による介在物個数の絶対値改善効果は小さい。
　この場合、取鍋でのガス撹拌によるエネルギーは、その大半が既生成の粗大介在物の浮
上運動に費やされるため、微小介在物の顕著な個数減少効果が小さい。また、微細な（２
０μｍ以下の）アルミナ介在物の個数が多いため、撹拌を行わずとも粒子同士の衝突頻度
が高くなり、生成したアルミナ介在物は時間の経過と共に凝集合体による浮上が進む。し
かし、取鍋での金属アルミニウムの添加により生成するアルミナ介在物の個数が多過ぎる
ため、粒径が増加していない介在物は、依然として溶鋼中に残存する。
　このように、アルミナ介在物が比較的多い場合、撹拌による介在物除去の効果が不明瞭
であると共に、所定の撹拌処理を行っても凝集合体しきれない微細な介在物の除去が困難
であるため、撹拌処理の有無による介在物の粒度分布の大幅な変化が認められない。
【００２２】
　一方、溶鋼中のアルミナ介在物が比較的少ない場合（スラグ改質を実施し、スラグ酸化
度と溶鋼の溶存酸素濃度を所定量以下に低減した場合）、取鍋での金属アルミニウムの添
加によりアルミナ介在物が生成しても、溶鋼中溶存酸素濃度を低減しているため、溶鋼中
のアルミナ介在物量の増加には限界があり、撹拌処理による微細な介在物粒子の衝突頻度
が増加するため、介在物の粒径分布はやや増加する（粒径が大きくなる）。
　この場合、撹拌処理により、粒径が５～２０μｍクラスの微小介在物の個数が減少し、
３０～５０μｍクラスの介在物の個数が増加することを知見した。
　これは、スラグ改質実施後の溶鋼に金属アルミニウムを添加し、この金属アルミニウム
の添加直後にガス撹拌を施すことで、生成した、個数が少ない微細なアルミナ介在物のガ
ス気泡による捕捉効果と、撹拌（流動）による介在物粒子の衝突に伴う凝集合体の効果が
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得られたことに起因するものと考えられる。
【００２３】
　従って、スラグ改質によりスラグ酸化度と溶鋼の溶存酸素濃度を低減させた状態で、更
に金属アルミニウムを添加することと、その直後に撹拌処理を所定時間行うことが重要で
ある。
【００２４】
（３）溶鋼の静置に関する知見
　上記した撹拌処理によって凝集合体による浮上効果を更に高めるためには、撹拌処理（
最終脱酸）後の静置が有効である。
　凝集合体による粗大化により、介在物自体の浮力は大きくなるが、撹拌処理時はバブリ
ングによる上昇流の形成と共に、それに相当する下降流も生じているため、撹拌処理のみ
では介在物の浮上除去に不十分な場合がある。このため、撹拌処理後から連続鋳造開始ま
での間に１０分以上、好ましくは３０分以上の静置時間をとることで、介在物の浮上除去
を著しく促進できる。
　この浮上除去の促進は、特に粒径が７０μｍ以上の介在物に有効である。なお、粒径が
５～５０μｍ程度の介在物では、顕著な浮上除去効果は認められにくいが、凝集合体の促
進効果は認められ、５～２０μｍの介在物の個数減少には効果がある。
　ここで、静置とは、例えば、溶鋼へガス吹込みや合金材投入を行うことなく、取鍋内の
溶鋼に何らかの処理を施さない状態を指す。なお、取鍋へ保温材を投入することは、溶鋼
の処理ではないため、静置中に保温材を投入しても差し支えない。
【００２５】
（４）タンディッシュに関する知見
　連続鋳造においては、連続鋳造速度に対応する量で溶鋼がタンディッシュに注湯される
ため（例えば、８トン／分以下程度の量）、タンディッシュ内での溶鋼の流動速度が、取
鍋のガス撹拌における溶鋼の撹拌流速よりも小さく、介在物の凝集合体の効果が望みにく
い。
　また、タンディッシュ内で溶鋼温度が低下すると、溶解度積の低下によって新たな微細
アルミナの生成（２Ａｌ＋３Ｏ→Ａｌ２Ｏ３）を招き、鋳造した鋳片中のアルミナ介在物
の増加が顕著になる場合がある。
　一方、タンディッシュ内で溶鋼を加熱することにより、新たなアルミナ介在物の生成を
抑制する効果が期待できる。また、タンディッシュの内部に堰（仕切り壁）を立設し、タ
ンディッシュ内の溶鋼に上昇流を発生（加熱後の溶鋼に発生）させると、タンディッシュ
内の湯面に存在するスラグの撹拌効果を抑制した状態で、３０～５０μｍ程度の粒子径を
有する溶鋼中の介在物を浮上させ、これをスラグに捕捉させる効果が期待できる。
【００２６】
　従って、タンディッシュの内部に、受湯部と排湯部を分割（独立して配置）する堰を立
設し、しかも、この堰に、受湯部と排湯部を連通する１又は複数の溶鋼流路を形成する中
空耐火物を設け、この中空耐火物の領域で溶鋼を加熱する。
【００２７】
　以上の知見に基づき、本発明者らは、スラグ改質と最終脱酸の各処理を施した溶鋼を静
置する精錬の効果を、タンディッシュの効果で補完する、高清浄鋼の製造方法に想到した
。具体的には、精錬の効果、即ち、粒径５～２０μｍクラスの微小介在物の個数減少に伴
う、粒径３０～５０μｍクラスの介在物の個数増加と、粒径７０μｍ以上の介在物の浮上
除去の促進を、タンディッシュの効果、即ち、粒径が３０～５０μｍ程度の介在物の浮上
除去の促進で、補完することにより、従来よりもアルミナ介在物の個数を低減でき、特に
粒径が２０μｍ以下クラスのアルミナ介在物の個数が低減可能となる。
　以下、図１を参照しながら、詳しく説明する。
　本発明の一実施の形態に係る高清浄鋼の製造方法は、大気圧下で吹酸脱炭する一次精錬
を行った（転炉で処理した）溶鋼を、少なくとも出鋼工程と合金添加を含む取鍋処理工程
で順次処理して溶製した後、連続鋳造工程でタンディッシュ１０に注湯して連続鋳造する
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方法である。
【００２８】
　まず、一次精錬を行った溶鋼を、出鋼工程で、取鍋へ供給する。
　転炉吹錬等の一次精錬終了直後の転炉内のスラグ酸化度と溶鋼の溶存酸素濃度は、高い
状態（スラグ酸化度：１５質量％以上、溶鋼中溶存酸素濃度：６００～９００ｐｐｍ）で
ある。
　そこで、出鋼工程において、スラグ改質処理を行う。
　具体的には、転炉内の溶鋼を取鍋に出鋼する際（出鋼時あるいは出鋼後）に、溶鋼及び
スラグのいずれか一方又は双方に生石灰を投入すると共に、金属アルミニウム（単体）及
び金属アルミニウムを含むフラックスのいずれか一方又は双方を添加する。
【００２９】
　これにより、スラグのＴ．Ｆｅ濃度とＭｎＯ濃度の合計を５質量％以下、かつ、溶鋼中
の溶存酸素濃度を１００ｐｐｍ以上３００ｐｐｍ以下の範囲とする。
　なお、スラグのＴ．Ｆｅ濃度とＭｎＯ濃度の合計は、前記した知見から５質量％以下（
好ましくは３質量％以下、更に好ましくは２質量％以下）であればよく、その下限値につ
いては特に規定していないが、現実的には、例えば、０．５質量％程度である。
【００３０】
　そして、取鍋処理工程において、溶鋼の溶存酸素濃度とスラグ酸化度を低下させた状態
（溶鋼中溶存酸素濃度：１００～３００ｐｐｍ、スラグ酸化度：５質量％以下）で、取鍋
内の溶鋼に、更に金属アルミニウムを添加する。
　なお、溶鋼への金属アルミニウムの添加量は、アルミナ生成量の減少につなげるため少
なくすることが好ましく、溶鋼中の溶存酸素量に応じて、例えば、溶鋼１トンあたり０．
１～２．４ｋｇ程度添加するのがよい。
　この取鍋処理工程では、溶鋼の成分調整（最終成分）を考慮して、金属アルミニウムの
添加と合金材の添加が行われる。
【００３１】
　上記した金属アルミニウムが添加された溶鋼を３分以上１０分以下（好ましくは、下限
を４分、上限を８分）の範囲で撹拌処理して最終脱酸を行う。
　なお、溶鋼の撹拌処理には、取鍋の底部からＡｒ（アルゴン）などの不活性ガスを吹込
むガス撹拌（バブリング）を使用できる。
　ここで、撹拌処理の時間（撹拌時間）が３分未満の場合、前記した撹拌の作用効果が顕
著に得られない。一方、撹拌時間が１０分超の場合、溶鋼の温度低下が大きくなり、新た
なアルミナ介在物粒子が生成し易くなる。これは、前記した溶鋼の温度低下に伴う「２Ａ
ｌ＋３Ｏ→Ａｌ２Ｏ３」反応の溶解度積が低下することに起因する。
　これにより、溶鋼中に生成した小さなアルミナ介在物の凝集合体の効果を促進できる。
【００３２】
　以上のように、溶鋼中溶存酸素濃度とスラグ酸化度を低下させた状態の溶鋼に、更に金
属アルミニウムを添加して最終脱酸を行うことで、溶鋼中に残存するアルミナの量を低減
させることができる。
　なお、上記した最終脱酸、即ち金属アルミニウムの添加や撹拌処理は、例えば、簡易取
鍋精錬設備（ＣＡＳ）を用いて大気圧下で行われ、真空脱ガス設備（ＲＨ）を用いた真空
下で行うものではない。このため、製造コストの低減が図れる。
【００３３】
　次に、脱酸処理の終了から連続鋳造工程で連続鋳造を開始するまでに、溶鋼を取鍋に入
れた状態で、１０分以上（好ましくは３０分以上）静置する。
　なお、溶鋼の静置時間は、前記した知見から１０分以上（好ましくは３０分以上）であ
ればよく、その上限値については特に規定していないが、静置時間が長くなるに伴い、溶
鋼の温度低下が大きくなり、新たなアルミナ介在物粒子が生成し易くなることから、現実
的には、例えば、６０分程度である。
　これにより、上記した撹拌処理の凝集合体による浮上効果を更に高めることができる。
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【００３４】
　続いて、金属アルミニウムの添加後に撹拌処理し静置した溶鋼を、溶鋼鍋（上記した取
鍋）１１から、ロングノズル１２を介してタンディッシュ１０に注湯する（図１参照）。
　タンディッシュ１０は、その内部が堰１３により、溶鋼鍋１１からロングノズル１２を
介して溶鋼を受け入れる受湯部１４と、この溶鋼を連続鋳造する鋳型（図示しない）に注
入する排湯部１５とに分割されている。なお、排湯部１５の底部には浸漬ノズル１６が設
けられ、排湯部１５内の溶鋼を浸漬ノズル１６を介して鋳型に注入する構成となっている
。
　受湯部１４と排湯部１５を分割する堰１３には、この受湯部１４と排湯部１５を連通す
る溶鋼流路１７を形成する中空耐火物１８が設けられている。この中空耐火物１８は、受
湯部１４側の開口部１９から溶鋼を受け、この溶鋼を排湯部１５側の開口部２０から排湯
部１５へ排出するものである。この中空耐火物１８内（溶鋼流路１７）を流れる溶鋼は、
誘導加熱装置（ここでは、誘導加熱コイル２１）によって加熱する。
【００３５】
　なお、連続鋳造終了後に、受湯部１４に溶鋼が残留することを防止するため、中空耐火
物１８（溶鋼流路１７）の受湯部１４側に位置する開口部１９（開口部１９の下端）の受
湯部１４の底面２２からの高さ位置を、受湯部１４の溶鋼深さ（浴深）Ｈの０．２倍（０
．２×Ｈ）以下にしている（下限は、例えば０倍（０×Ｈ）、即ち開口部１９が受湯部１
４の底面２２に接する位置）。
　ここで、堰１３に設ける中空耐火物１８（溶鋼流路１７）の数は、例えば、鋳造条件に
応じて、１個でもよく、また、２個以上の複数個でもよい。なお、中空耐火物の数が複数
個の場合は、全ての中空耐火物の受湯部側に位置する開口部の受湯部の底面からの高さ位
置が、上記した条件を満足するように調整する。この中空耐火物１８（溶鋼流路１７）の
長さ（堰１３の厚み）は、例えば、５００～１５００ｍｍ程度である。
　そして、堰１３と中空耐火物１８は、いずれも耐火物で構成されているが、使用用途に
応じて、同一材質で構成してもよく、また、異なる材質で構成してもよい。
　更に、中空耐火物１８（溶鋼流路１７）は、受湯部１４から排湯部１５へかけて、下方
に向けて傾斜させているが、水平でもよい。また、排湯部１５の底面２３の深さ位置は、
受湯部１４の底面２２の深さ位置よりも深くしているが、同一の深さでもよい。
　なお、溶鋼流路は、中空耐火物によって形成することに限定されるものではなく、例え
ば、堰に孔を貫通（貫通孔）させることで形成することもできる。
【００３６】
　前記したように、タンディッシュ１０内で溶鋼の上昇流を有効に作用させるには、タン
ディッシュ１０の内部に中空耐火物１８が設けられた堰１３を立設し、受湯部１４と排湯
部１５の空間（チャンバー）を明確に分割する必要がある（タンディッシュ１０（受湯部
１４と排湯部１５）内の溶鋼の湯面位置が、堰１３の上面より低くなっている）。
　一般に、排湯部１５の表層の溶鋼温度はタンディッシュ１０内で低下するため、受湯部
１４の溶鋼温度に比べて排湯部１５の表層の溶鋼温度は低くなり、排湯部１５の深さ方向
で溶鋼に温度差が生じる。このため、中空耐火物１８から排湯部１５へ排出される溶鋼は
、中空耐火物１８内で誘導加熱されない場合であっても、上記した温度差によって溶鋼の
対流（上昇流）が生じ、この対流によって、中空耐火物１８から排湯部１５へ排出される
溶鋼中の介在物が浮上除去される。
【００３７】
　しかし、タンディッシュ１０内で上昇流を形成させても、浮上除去可能な介在物粒径は
３０～５０μｍ程度以上の粗大径のみであり、５～２０μｍ程度の小径介在物の浮上除去
は困難である。
　また、鋳造時間が長くなってタンディッシュ１０内で溶鋼温度が低下すると、溶鋼粘性
の上昇に起因して介在物の浮力が弱まり、介在物の浮上効率の悪化を招くと共に、アルミ
ナ生成反応（２Ａｌ＋３Ｏ→Ａｌ２Ｏ３）の溶解度積が低下し、２０μｍ未満の微細なＡ
ｌ２Ｏ３が新たに生成（二次生成）することが懸念される。
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【００３８】
　従って、前記したように、スラグ改質と最終脱酸の各処理を施した溶鋼を静置すること
で、微細なＡｌ２Ｏ３の凝集合体を進めて粗大化させると共に、タンディッシュ内での新
たな微細Ａｌ２Ｏ３の生成を抑制しつつ、連続鋳造を行うことが重要である。
　更に、前記した介在物の浮上を促進し、新たな微細Ａｌ２Ｏ３の生成を抑制するため、
タンディッシュ内に受湯部１４と排湯部１５に区切る堰１３を設け、この受湯部１４と排
湯部１５を、堰１３に設けられた中空耐火物１８で連通させ、この中空耐火物１８内の溶
鋼を誘導加熱する。
【００３９】
　これにより、タンディッシュ１０の排湯部１５内の溶鋼に対流を発生させ、凝集合体し
た３０～５０μｍ程度の粒子径を有するアルミナ介在物を効率よく浮上させて、これを湯
面上のスラグに捕捉させる効果が得られる。更に、中空耐火物１８内の溶鋼を誘導加熱し
て溶鋼の温度低下を回避することにより、排湯部１５における新たな微細アルミナの生成
を抑制することができる。
　従って、得られた溶鋼を連続鋳造することで、従来よりもアルミナ介在物の個数を低減
でき、特に粒径が２０μｍ以下クラスのアルミナ介在物の個数を低減した鋼材（鋳片）を
製造できる。特に、この鋼材は、介在物の含有量規制に対して最も要求の厳しい飲料缶用
鋼板などの製造時においても、介在物に起因する製品不合（製品不良）を著しく低減でき
ることが可能となる。
【実施例】
【００４０】
　次に、本発明の作用効果を確認するために行った実施例について説明する。
　ここでは、以下の方法を基本として各条件を変更し、鋳片の清浄性の評価を行った。
　３５０トンの転炉にて一次精錬を行った後、取鍋内に出鋼した（出鋼後の）溶鋼（炭素
濃度：０．０３７質量％、溶鋼中溶存酸素濃度：７００ｐｐｍ）に、溶鋼１トンあたり０
．９ｋｇの生石灰を投入し、同時に、金属アルミニウムを含むフラックス（アルミドロス
）を、溶鋼１トンあたり１．４ｋｇ添加した。その後、簡易取鍋精錬設備（ＣＡＳ）にて
、取鍋内の溶鋼に金属アルミニウムを、溶鋼１トンあたり０．１～２．４ｋｇ添加し、更
に２～１４分間の取鍋バブリング処理（撹拌処理）を施した後、鋳造開始まで７～４５分
間静置した。
　そして、この取鍋内の溶鋼をタンディッシュに注湯して、連続鋳造を実施した。このタ
ンディッシュは、受湯部と排湯部が堰によって区切られ、この受湯部と排湯部が堰に設け
られた中空耐火物によって連通（受湯部内の溶鋼は中空耐火物からのみ排湯部へ供給）さ
れ、この中空耐火物内の溶鋼を誘導加熱可能な構造となっている。なお、中空耐火物の受
湯部側の開口部の下端の、受湯部の底面からの高さ位置は、受湯部の浴深Ｈの０．２倍（
０．２×Ｈ）の位置とした。
　試験条件とその結果及び評価を、表１に示す。
【００４１】
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【表１】

【００４２】
　表１において、「スラグ改質の有無」の欄には、スラグ改質、即ち出鋼後の生石灰の投
入とフラックスの添加の有無を記載しており、この両方を行った場合を「有」とし、この
両方を行わなかった場合を「無」とした。
　また、「最終脱酸前」の欄には、撹拌処理直前の金属アルミニウム添加前（スラグ改質
を行った場合は改質後）のスラグ酸化度（（％Ｔ．Ｆｅ）＋（％ＭｎＯ））と溶鋼の溶存
酸素濃度（［Ｏ］（ｐｐｍ））を記載している。
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　そして、「取鍋」の欄には、取鍋での撹拌処理の時間（撹拌時間）と静置時間を記載し
ている。なお、「静置後Ｔ．［Ｏ］」の欄には、取鍋で撹拌処理して静置した後の溶鋼の
トータル酸素濃度（Ｔ．［Ｏ］（ｐｐｍ））を記載している。
【００４３】
　そして、「誘導加熱の有無」とは、中空耐火物内を流れる溶鋼に対する、上記した誘導
加熱の有無を記載しており、「有」は前記した誘導加熱可能なタンディッシュを用いて溶
鋼を誘導加熱した場合を指す。
　更に、「鋳片」の欄のうち、「Ｔ．［Ｏ］（ｐｐｍ）」の欄には、連続鋳造を行った後
の鋳片のトータル酸素濃度を記載し、「介在物個数」の欄には、代表位置から切り出した
サンプル（２５ｍｍ角）を光学顕微鏡で調査した結果（アルミナ介在物の個数）を記載し
ている。
　なお、「評価」は、「介在物個数」の結果が１．００（個／ｃｍ２）以下の場合を清浄
性が良好（○）と判断し、１．００（個／ｃｍ２）超の場合を清浄性が悪い（×）と判断
した。
【００４４】
　表１中の実施例１～６は、スラグ改質を行うことで、スラグ酸化度と溶鋼の溶存酸素濃
度を適正範囲内（スラグ酸化度：５質量％以下、溶鋼中溶存酸素濃度：１００～３００ｐ
ｐｍ）とした溶鋼に、更に金属アルミニウムを添加し、適正範囲内の時間（３～１０分の
範囲）で撹拌処理して、適正範囲内の時間（１０分以上）で静置した後、適正範囲（０．
２×Ｈ）に位置させた中空耐火物を備えるタンディッシュへ注湯して、連続鋳造した結果
である。
　この場合、スラグ改質によるアルミナ系介在物（カルシウムアルミネート）の浮上除去
効果、スラグ改質後の最終脱酸によるアルミナ介在物の生成抑制効果、溶鋼の撹拌処理に
よる小さなアルミナ介在物の凝集合体効果、溶鋼の静置による大きなアルミナ介在物の浮
上除去効果、及び、タンディッシュによる凝集合体したアルミナ介在物の浮上除去効果が
得られた。
　その結果、表１に示すように、鋳片のトータル酸素濃度を低減できると共に、鋳片中に
存在するアルミナ介在物の個数を低減でき、鋳片の清浄性を良好にできた（評価：○）。
【００４５】
　一方、比較例７は、実施例１～３の条件において、一次精錬後に、スラグ改質を施すこ
となく脱酸処理を行った場合の結果である。
　この場合、スラグ改質を施さなかったため、溶鋼に添加する金属アルミニウム量を多く
しなければならず、アルミナ介在物が多く生成し、溶鋼の撹拌処理による小さなアルミナ
介在物の凝集合体効果や、静置によるアルミナ介在物の浮上除去効果が十分に得られなか
った。
　その結果、表１に示すように、鋳片中に存在するアルミナ介在物の個数が多くなり、鋳
片の清浄性が悪くなった（評価：×）。
【００４６】
　比較例８、９は、実施例１～５の条件において、最終脱酸時の金属アルミニウムを添加
した溶鋼の撹拌時間を、適正範囲外の時間（比較例８：２分、比較例９：１４分）とした
場合の結果である。
　この場合、比較例８においては、撹拌時間が不足して撹拌処理による小さなアルミナ介
在物の凝集合体効果が十分に得られず、また、比較例９においては、撹拌時間の長期化に
伴い溶鋼温度が低下して多くのアルミナ介在物が生成した。
　その結果、表１に示すように、鋳片中に存在するアルミナ介在物の個数が多くなり、鋳
片の清浄性が悪くなった（評価：×）。
【００４７】
　比較例１０は、実施例１～３の条件において、最終脱酸後の溶鋼の静置時間を、適正範
囲外の時間（７分）とした場合の結果である。
　この場合、静置時間が不足して、静置によるアルミナ介在物の浮上除去に要する時間を
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十分に確保できず、表１に示すように、鋳片中に存在するアルミナ介在物の個数が多くな
って、鋳片の清浄性が悪くなった（評価：×）。
【００４８】
　比較例１１は、実施例１～３の条件において、最終脱酸時の金属アルミニウムを添加し
た溶鋼を撹拌処理しなかった場合の結果である。
　この場合、撹拌処理による小さなアルミナ介在物の凝集合体効果が得られず、表１に示
すように、鋳片中に存在するアルミナ介在物の個数が多くなり、鋳片の清浄性が悪くなっ
た（評価：×）。
【００４９】
　従来法は、一次精錬後に、スラグ改質を施すことなく金属アルミニウムが添加された溶
鋼を、撹拌と静置を行うことなく、タンディッシュに注湯して連続鋳造した場合の結果で
ある。
　この場合、スラグ改質を施さなかったため、溶鋼に添加する金属アルミニウム量が多く
なり、アルミナ介在物が多く生成し、また、溶鋼の撹拌処理や静置による効果も得られな
かった。
　その結果、表１に示すように、鋳片中に存在するアルミナ介在物の個数が多くなり、鋳
片の清浄性が悪くなった（評価：×）。
【００５０】
　ここで、上記した従来法と実施例２について、取鍋での静置後における溶鋼中のアルミ
ナ介在物の粒径頻度分布を調査した結果を図２に、連続鋳造した鋳片中のアルミナ介在物
の粒径個数分布を調査した結果を図３に、それぞれ示す。なお、図２の縦軸は、全てのア
ルミナ介在物（粒径範囲が５μｍ以上２０μｍ以下、２０μｍ超３０μｍ以下、３０μｍ
超５０μｍ以下、及び、５０μｍ超）の合計個数を１００％としたときの各粒径範囲のア
ルミナ介在物の個数割合を示している。
【００５１】
　図２に示すように、アルミナ介在物の粒径範囲が、５μｍ以上２０μｍ以下と２０μｍ
超３０μｍ以下の個数割合はともに、実施例２が従来法より低くなっているが、３０μｍ
超５０μｍ以下の個数割合は、実施例２が従来法より高くなっている。
　即ち、５μｍ以上２０μｍ以下と２０μｍ超３０μｍ以下の個数割合の、実施例２の従
来法に対する減少分が、３０μｍ超５０μｍ以下の個数割合の、実施例２の従来法に対す
る増加分に相当する。これは、実施例２が、最終脱酸前にスラグ改質を行っているため、
溶鋼中のアルミナ介在物量を少なくでき、その結果、溶鋼の撹拌処理と静置による小さな
アルミナ介在物の凝集合体効果が得られたことに起因するものと考えられる。
【００５２】
　そして、上記した溶鋼を、中空耐火物が設けられた堰を有するタンディッシュに注湯し
、連続鋳造することで、実施例２については、タンディッシュの排湯部内の対流効果が得
られ、図３に示すように、アルミナ介在物の粒径範囲が３０μｍ超５０μｍ以下の検出個
数も、従来法よりも低くできた。
　なお、ここでは、出鋼後の溶鋼に、生石灰とフラックスを同時に添加した場合について
説明したが、出鋼の際（出鋼時及び／又は出鋼後）に生石灰及び／又はフラックス（金属
アルミニウム単体でもよい）を添加すれば、添加の形態に影響されることなく、略同様の
傾向が得られた。
　従って、本発明の高清浄鋼の製造方法を用いることで、従来よりもアルミナ介在物の個
数を低減でき、特に粒径が２０μｍ以下クラスのアルミナ介在物の個数を低減できること
を確認できた。
【００５３】
　以上、本発明を、実施の形態を参照して説明してきたが、本発明は何ら上記した実施の
形態に記載の構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載されている事項の範
囲内で考えられるその他の実施の形態や変形例も含むものである。例えば、前記したそれ
ぞれの実施の形態や変形例の一部又は全部を組合せて本発明の高清浄鋼の製造方法を構成
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する場合も本発明の権利範囲に含まれる。
　また、前記実施の形態においては、一次精錬を行った溶鋼を、出鋼工程と取鍋処理工程
で順次処理して溶製した後、連続鋳造工程で連続鋳造した場合について説明したが、連続
鋳造工程前に、必要に応じて、出鋼工程と取鍋処理工程以外の工程を行ってもよい。
　更に、前記実施の形態においては、スラグ改質と最終脱酸の際に、金属アルミニウムの
添加を行った場合について説明したが、スラグ改質と最終脱酸の間に、更に１回又は２回
以上の複数回、金属アルミニウムの添加を行ってもよい。
【符号の説明】
【００５４】
１０：タンディッシュ、１１：溶鋼鍋、１２：ロングノズル、１３：堰、１４：受湯部、
１５：排湯部、１６：浸漬ノズル、１７：溶鋼流路、１８：中空耐火物、１９、２０：開
口部、２１：誘導加熱コイル、２２、２３：底面

【図１】 【図２】
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